
 

 

 

 

 

河川に関する事務の移管について 

（市第 60号議案 横浜市事務分掌条例の一部改正関連） 
 

 

１ 背景 

 

近年、日本国内でも異常気象による局地的な集中豪雨（ゲリラ豪雨）が頻発しており、住宅が密

集する地区や都市機能・地下施設の集中する地区で発生した場合、人命に関わる重大な被害や都市

機能の麻痺につながる恐れがあります。 

本市でも局地的な集中豪雨に見舞われており、「市民の生命・財産保護」と「都市機能の確保」   

のため、河川の増水による洪水や浸水被害への対応策を早急に講じる必要があります。 

 

 

２ 基本的な考え方 

 

局地的な集中豪雨で想定される洪水や浸水被害への対応策として、道路と河川の管理を一体化す

ることで、水害の予防・保全機能を強化するとともに、発災時の河川と道路との指揮命令系統を  

一元化するため、環境創造局で行っている河川に関する事務を道路局へ移管します。 

 

３ 事務移管 

   

移管を予定している主な事務 

 

①河川に関する経理事務 総務部 ⇒ 総務部 

②河川に関する技術監理関連事務 総合企画部 ⇒

③河川工事の検査事務 環境整備部 ⇒

計画調整部 

④水辺愛護会等支援事務 環境活動推進部 ⇒

⑤河川の維持・管理及び水防事務 

⑥河川に関する財産管理事務 

⑦河川に関する開発時の事前調整事務

環境施設部 ⇒

⑧河川の整備計画、工事の調整事務 

⑨河川事業用地の取得事務 

⑩河川工事の設計及び施行事務 

⑪河川工事の監督事務 

環境整備部 ⇒

河川部（仮称） 
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参考資料
＜現行＞ ＜河川移管後＞

道路事業の企画・調整、交通施策（交通結節点、バリアフリー、
バス交通等）の企画・調整

庶務、労務、経理

道路の安全施設等の計画・設計、維持修繕

道路台帳、道路に関する調査、資料の収集

農地の保全

公園・緑地工事の設計・施工、公園・緑地の再整備

開発時の環境に係る事前調整（公園・緑地・排水施設審査）

農業委員会、農業専用地区

公園・緑地の維持管理

公園・緑地の財産管理

農業の振興

雨水・下水管路の設計、整備

放置自転車対策、交通安全対策

技術監理、検査

道路の維持修繕・改良、開発道路等審査

道路の管理、道路占用許可、特殊車両の通行許可

道路の路線の認定等、道路の供用の開始

下水道施設工事の設計・施行

下水道・公園の電気・機械工事

環境影響評価

公園の使用・占用許可、公園・緑地の活用

市民・事業者の環境行動支援、環境学習

環境活動の支援

事業用地の取得・借受等

下水道・公園・緑地事業の調整

動物園に関する企画・調査、連絡調整

下水道施設の管理、改良工事の設計

水再生センターの管理

汚泥資源化センターの管理

水再生センターの水質調査・分析

環境保全の各種研究・調査、技術開発

庶務、労務

経理（一般会計・企業会計）、経営管理、事業評価

地籍調査

環境全般の総合調整

下水道管路の維持管理

下水道管路の再整備

管路・下水道施設工事の監督

局事業の経営に関する総合調整、下水道事業の
経営改善の推進

総合的な治水・浸水対策に係る総合調整、河川
改修事業の効果的な推進、その他防災対策

技術監理、建設発生土対策

化学物質対策

各種公害等規制指導、環境に関する苦情・相談等窓口

交通環境対策

河川の維持・管理、財産管理、水防、水辺愛護会等支援

河川の整備計画、工事の調整、開発時の事前調整

河川工事の設計・施行・監督、河川事業用地の取得

道路整備

橋梁の調査・設計、維持修繕

横浜環状道路など高速道路の建設関連事業

環境創造局長

総務部長

総務課長

経理課長

地籍調査課長

経営担当政策専任部長

安全都市環境担当政策専任部長

総合企画部長

環境政策課長

技術監理課長

環境保全部長

環境管理課長

規制指導課長

交通環境対策課長

環境影響評価課長

環境活動推進部長

環境活動事業課長

環境活動支援センター長

環境科学研究所長

公園緑地事務所長(2)

農地保全課長

農業振興課長

農政事務所長(2)

環境施設部長

水・緑管理課長

管財課長

開発調整課長

動物園課長

水再生施設管理課長

水再生センター長(11)

汚泥資源化センター長(2)

水再生水質課長

水再生施設整備課長

設備課長

環境整備部長

事業調整課長

用地調整課長

緑事業課長

管路事業課長

管路保全課長

管路再整備課長

下水道建設事務所長

道路局長

横浜みどりアップ推進担当理事 横浜環状道路担当理事

総務部長

総務課長

交通安全・放置自転車課長

企画課長

計画調整部長

技術監理課長

道路部長

維持課長

管理課長

路政課長

施設課長

道路調査課長

事業調整課長

横浜環状道路調整部長

河川事業課長

横断的な重要政策
課題への対応

横断的な重要政策
課題への対応

①河川に関する経理事務

②河川に関する技術監理関連事務

③河川工事の検査事務

④水辺愛護会等支援事務

⑤河川の維持・管理及び水防事務

⑥河川に関する財産管理事務

⑦河川に関する開発時の事前調整事務

⑧河川の整備計画、工事の調整事務

⑨河川事業用地の取得事務

⑩河川工事の設計及び施行事務

⑪河川工事の監督事務

建設課長

建設部長

橋梁課長

＜移　管　事　務＞

管理部門

計画・調整部門

整備部門

河川部長（仮称）

※　機構図は河川に関する事務の移管について示しており、移管後の環境創造局及び道路局の
　執行体制については、引き続き具体的な「部」「課」などの構成や職員配置について検討を進めます。
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